
 

Ｐ.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 ７ 年 10 月 
福井県 小浜市 

 

おばましの台所事情 

 
 



 

Ｐ.1 
  目 次  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※ 数値は、すべて表示桁未満を四捨五入していますので、合計等が合わない場合があります。 

※ 令和６年度までは決算額を、令和７年度は決算見込額を記載しています。 
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Ｐ.2 
  はじめに  

 

昨今の社会経済情勢の変化や厳しい財政事情等を踏まえ、 

施策の抜本的な見直しが進められています。 
 

 

行政は「前例踏襲」や「あれもこれも」になりがちです。 

見直しには、事業の必要性と行政のあるべき姿を考え、 

長期的な観点からの判断が必要となります。 

そのためには、財政情報の見える化が不可欠です。 

 

市民の皆さまが、市の財政運営に関心を持っていただき、 

常にチェックできる環境を整備することは、基本的で重要なことです。 
 

 

今後も、市民の皆さまがわかりやすい財政情報の公表に努めてまいります。 
 

 

 

    令和７年 10 月 
 

                                小浜市 経営企画部 財政課 



 

Ｐ.3 
  基礎知識編  
 

    Ｑ１．市役所の財政って、なに？ 
 

Ａ１．皆さまからの税金などをお預かりして、そのお金を皆さまの生活に欠かせ 

ない「公共施設の整備」や「環境」「教育」「福祉」などの事業に使います。 

これらのことについて、お金の面から管理することなどを財政といいます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

収入 

皆さまからの 

税金 

銀行等からの 

借金 

施設の 

使用料 

国･県からの 

交付金など 

貯金の 

取崩し金

金 

支出 

学校や道路などの 

整備 

小浜市独自の 

まちづくり 

小中学校の 

教育 

ごみの 
収集･処理 

高齢者や障がい者の 

福祉 



 

Ｐ.4   
 

    Ｑ２．「予算」って、なに？ 
 

 

Ａ２．予算とは、１年間（４月～翌年の３月）の収入と支出を見積もることです。 
 

小浜市では、新しい年度が始まる前に、その新しい年度に、どのくらいの収入があるのか、そして、この１年間の行政サ

ービスをどのように行うのかを計画し、その費用を見積もります。 

小浜市の予算書には、これからの１年間のお金の使いみちが記されています。 

 

 

 

 

    Ｑ３．どうやって、小浜市の予算を決めるの？ 
 

 

Ａ３．市長が予算案を作ります。 

そして、市議会の審議と議決によって成立します。 
 

小浜市役所の各部署では、「1年間の収入」を見積もると同時に、市民の皆さまの意見や要望を聴き、「１年間の行政サー

ビス」を検討します。市長は、各部署の案を自分の政策にそって、予算案としてまとめ、市議会に提案します。 

市議会では、皆さまを代表する市議会議員が、提案された予算案をいろいろな面から議論、審議し、予算を決めます。 
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議決 
予算案の 

作成 
市議会の 

審議 
予算の 

成立 
予算の 

執行 



 

Ｐ.5   
 

    Ｑ４．一度決めた予算は、変えることはないの？ 
 

Ａ４．変えることがあります。「補正予算」といいます。 
 

市議会で決定した予算を使っていく上で、予算を作るときに予測できなかったことが起こることがあります。例えば、が

け崩れなどの災害で、すぐに対応しなければならない場合などがあります。このような時には、予算を変更し、その事態に

対応することが必要です。この場合にも、市長が変更する予算案をつくり、市議会で審議し、議決によって成立します。こ

の予算のことを補正予算といいます。 

補正予算を審議する議会は、定例で年４回（6月、9月、12月、3月）あります。また、緊急のときは、臨時的に議会

を開会し、審議することもあります。 

 

 

    Ｑ５．予算は、なんのために必要なの？ 
 

Ａ５．行政サービスを計画的に行うために、予算が必要です。 
 

予算は、収入と支出の見積りとその計画です。皆さまへの行政サービスを計画的に行うためには、予算を作成することが

必要となります。 

市長には、予算の執行権があります。市長が予算を作成し、議会が議決することによって、市長の予算執行権を民主的に

コントロールすることができます。そのためにも予算を作成する必要があります。 

予算が成立した後、予算の執行権者である市長は、その責任において予算の執行を開始します。歳入における予算の執行

と歳出における予算の執行とでは、その性質や効力の面で異なります。歳入予算は、単なる収入の見込みにすぎないので、

予算額を上回る収入も可能ですし、予算額よりも少額の収入となることもあります。しかし、歳出予算は成立した予算の目

的に従って、予算の範囲内において執行する必要があります。つまり、予算額を超えて支出することはできません。 

このように予算を決めることによって、予算執行権のある市長の権限を民主的にコントロールすることが可能となります。 

ほ せ い 



 

Ｐ.6   
 

    Ｑ６．「会計」って、たくさんあるの？ 
 

 

Ａ６．わかりやすいように、大きく３つの会計に分けています。 

すべての会計の合計は、２８７億円です。（令和６年度歳出決算額） 
 

市の仕事は、いろいろな分野にわたっていますので、大きく次の３つに分けています。 

さらに、特別会計は５つに、企業会計は２つに分けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普段、小浜市の会計というと、この一般会計のことをいいます。一般会計とは、市の行政

サービスの基礎的なこと、つまり、道路、小中学校の整備や環境･教育･福祉の行政サービス、

まちづくりなどを行うための会計のことです。主な収入は、市税（市民税や固定資産税など）

や国･県支出金などです。                 （１７５億８，７０３万円） 

特別会計とは、特定の目的の 

ための会計で、国民健康保険税な

ど特定の収入があり、一般会計か

ら切り離してその収入･支出を経

理する会計のことです。 

小浜市には、５つの特別会計が

あります。 
(※農業・漁業集落排水に関する特別会計は 

R６年度から企業会計の下水道会計へ統合） 

･国民健康保険に関する特別会計 （２８億１，４８９万円） 

･後期高齢者医療に関する特別会計（ ４億８，３４１万円） 

･介護保険に関する特別会計   （３６億４，７１８万円） 

･産業団地整備に関する特別会計 （   ２，９５３万円） 

･加斗財産区に関する特別会計  （        2万円） 

小浜市の公営企業会計は水道事業

と下水道事業の２つです。 

民間企業と同じように、事業で収

益をあげて運営しています。 

国民宿舎事業会計

予算（小浜ロッジ）  （  1億 

252万円） 

一般会計 

1７６億円 

特別会計 

７０億円 

企業会計 

４１億円 
･上水道に関する会計      （ ８億８，２６９万円） 

･下水道に関する会計※      （３２億１，９２６万円） 

 



 

Ｐ.7   
 

    Ｑ７．予算を使ったあとは、どうするの？ 
 

 

Ａ７．その年度の収入と支出の結果を「決算書」として作成し、報告します。 
 

「入ってくる予定のお金」と「そのお金の使いみち」が「予算」でした。その予算を使った結果を「決算」といいます。

決算は、実際に「入ったお金」と「使ったお金」をまとめたものです。つまり、１年間に予算の範囲内で行った行政サービ

スをあらわしています。 

決算書は、会計管理者がつくり、市長が市議会の認定を受けることになります。 

 

 

 

    Ｑ８．決算書で小浜市の財政状況がわかるの？ 
 

 

Ａ８．全国の市町村と比較できるように集計します。 

それを「普通会計」といいます。 
 

全国には、令和６年度末で 1,741の市区町村があります。それぞれの市区町村に特有の状況があり、一般会計を単純に

比較しても、正確な比較ができません。そのため、全国一律の基準により、比較できるようにしたのが「普通会計」です。 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                     〔令和６年度歳出決算額〕 

一般会計の決算額 17５億8,703 万円 

普通会計の決算額 17５億8,369 万円 



 

Ｐ.8    
 

    Ｑ９．普通会計の決算書には、なにが書いてあるの？ 
 

 

Ａ９．金額だけでなく、経営状態をあらわす指数も書いてあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金 額 

 収入や支出の金額を「目的別」や「性質別」に分けて、書いてあります。 

 目的別とは、何を目的として使ったか（例えば、[福祉]や[教育]、[産業]など）が分かるように区分して

います。 

 性質別とは、使ったお金がどういった性質を持っていたか（例えば、[人件費]や[建設]、[借金の返済]な

ど）が分かるように区分しています。 

 

借金返済の

占める率 

財政の 

柔軟性 

収支の 

状況 
 収入と支出の差額を書いています。 

 この数値がマイナスになると「赤字」となります。 

 経常的収入（毎年、決まって収入されるもの）のうち、経常的支出（毎年、決まって支出されるもの）

の割合をあらわしたものです。 

 家庭に例えると、給料のような毎月決まって得られる収入のうち、食費や光熱水費などのような毎月確

実に支出される経費の割合ということになります。 

 この数値が低い方が、自由に使えるお金が増え（この状態を「柔軟性が高い」と言います。）、市民の皆

さまのいろいろなニーズに応えることができます。 

 収入のうち、借金返済に占める割合をあらわしたものです。 

 当然、この数値が低い方が健全な財政といえます。 

一般会計の決算書は、事業ごとの決算額が、

普通会計の決算書は、いろいろな分析結果が 

のっているんだね！ 

「経常収支比率」と

いう数値だね！ 

「実質公債費比率」 

という数値だね！ 



 

Ｐ.9 

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

歳入総額 15,807 15,603 15,607 16,533 16,652 17,362 18,090 18,391 17,370 16,722 20,598 19,863 18,607 17,788 18,246

歳出総額 15,296 15,221 15,250 15,939 16,157 16,802 17,541 17,695 16,784 16,161 19,919 18,982 17,893 17,180 17,584
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（億円） 収入と支出の差額

  普通会計の金額  

 

    Ｑ10．普通会計の金額って、いくらぐらい？ 
 

 

Ａ10．収入は１８２億円、支出は１７６億円です。（令和６年度決算額） 

 

              公共施設を建設したとき、少し山になる（増える）傾向があります。近年では、令和２年度から 4年度にかけて新型 

コロナウイルス感染症対策等で増加し、令和６年度には物価高騰対策や人事院勧告による給与改定等により増加しま 

した。このように社会状況の変化等に応じた市の施策の実施により変動が大きくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 （表の単位：百万円） 

災害復旧 

（7.9億） 

土地開発公社解散 

（8.0億） 

小浜美郷小学校 

（38.2億） 

特別定額給付金 

（29.0億） 

新・健康管理センター 

（13.7億） 

チャンネルO光ファイバー 

（10.6億） 

定額減税補足給付金 

（2.1億） 



 

Ｐ.10 
 

 
 

    Ｑ11．主な公共施設の建設費は？ 
 

Ａ11．「平成」以降の主な公共施設の建設費は、次のとおりです。 
 

施 設 名 金 額 場所 工事期間 
完成 

年度 

財   源   内   訳 

国支出金 県支出金 借金(＊1) 市税等 その他 

働く婦人の家 5.1億円 大手町 H3 H 3 0.5億円 0.3億円 2.9億円 1.4億円  

総合運動場 38.2億円 口田縄 H2～H6 H 6   27.8億円 10.4億円  

交流ターミナルセンター 4.5億円 城内 H7 H 7 2.2億円 0.5億円 1.6億円 0.2億円  

クリーンセンター 25.6億円 谷田部 H8～H11 H11 3.4億円 0.7億円 19.4億円 1.6億円 0.5億円 

総合福祉センター 12.1億円 遠敷 H12～H13 H13  5.2億円 2.6億円 2.9億円 1.4億円 

食文化館 16.4億円 川崎 H13～H15 H15  9.1億円 5.0億円 2.3億円  

濱の四季 0.9億円 川崎 H15 H15 0.4億円 0.1億円  0.4億円  

久須夜交流センター 1.6億円 阿納尻 H16～H17 H17 0.7億円  0.8億円 0.1億円  

ふるさと文化財の森センター 0.6億円 深野 H17 H17 0.3億円  0.2億円 0.05億円 0.05億円 

小浜小学校 27.0億円 駅前町 H16～H19 H19 7.2億円  15.4億円 3.2億円 1.2億円 

リサイクルプラザ(＊2) 27.8億円 深谷 H16～H19 H19 6.4億円  17.0億円 1.5億円 2.9億円 

企業誘致土地造成 4.6億円 遠敷 H17～H19 H19   3.0億円 1.6億円  

小浜中学校武道館 1.1億円 雲浜 H21～H22 H22 0.5億円  0.2億円 0.4億円  

山手団地１～５号棟 6.4億円 山手 H21～H23 H23 3.0億円  3.4億円   

小浜中学校北館改築 8.9億円 雲浜 H22～H24 H24 3.7億円  4.5億円 0.7億円  

今富公民館 4.3億円 和久里 H24～H25 H25 0.3億円 3.9億円 0.1億円   

まちの駅 5.4億円 白鬚 H25～H28 H28 2.1億円 1.6億円 1.4億円 0.3億円  

小浜美郷小学校 38.2億円 金屋 H25～H30 H30 6.9億円  25.7億円 3.7億円 1.9億円 

鯖街道ミュージアム 1.0億円 広峰 H29～R1 R1 0.3億円 0.2億円 0.4億円  0.1億円 

インフォメーションセンター 0.5億円 駅前町 H30～R1 R1 0.3億円    0.2億円 

新・健康管理センター 13.7億円 南川町 R1～R5 R5 4.1億円  5.3億円 3.6億円 0.7億円 

キッズプレイパーク なないろ 1.7億円 北塩屋 R5～R6 R6  1.0億円 0.3億円 0.2億円 0.2億円 

小浜病院(高度医療施設) 112.0億円 大手町 H15～H19 H19 2.6億円 7.9億円 99.1億円 (＊3) － 2.4億円 
 

＊1：借金の返済は、市税等で行います。 

＊2：深谷環状線整備事業を含みます。 

                          ＊3：小浜病院の借金のうち 40％を構成市町が負担し、そのうち小浜市の負担は約 80％です。 
 

借金の割合が 

多いんだね！ 



 

Ｐ.11 
  収入編  
 

    Ｑ12．収入は、どのように分けているの？ 
 

 

Ａ12．収入は、通常「性質別」に分けています。      （ P.３５を参照 ） 

 
収入や支出は、「性質別」と「目的別」に区分されます。収入は、通常「性質別」に分けます。 

 

収入項目 内  容 金額(令和６年度決算額) 

市税 皆さまが小浜市へ納めていただく税金です。 37 億 3,792 万円 

分担金･負担金など 
事業を行ううえで、その事業にかかる経費の一部を受益の程度に応じて負担

していただきます。 
1 億 3,570 万円 

使用料･手数料など 市の施設を利用する時に支払うお金です。 1 億 7,700 万円 

市債 銀行などからの借金です。 7 億 7,984 万円 

繰入金 主に、基金（貯金）を取り崩すお金です。 6 億 2,631 万円 

地方交付税･譲与税など 
皆さまが国へ納めていただく税金です。国や県を通じて、小浜市に入ってき

ます。使い道は自由です。 
70 億    197 万円 

国･県支出金など 
皆さまが国や県へ納めていただく税金です。国や県を通じて、小浜市に入っ

てきます。これは、使い道が決められています。 
40 億 7,674 万円 

その他 
財産収入（土地などの貸付収入）、 繰越金（前年度の余剰金） 

寄附金、諸収入（貸付けたお金の返済金や上記にあてはまらないもの） 
17 億 1,078 万円 

合    計 182 億 4,625 万円 

※ 数値は、すべて表示桁未満を四捨五入していますので、合計等が合わない場合があります。 



 

Ｐ.12   
 

    Ｑ13．収入の種類には、その他にどんな分け方があるの？（その１） 
 

 

Ａ13-1．「一般財源」と「特定財源」の分け方があります。 
 

一般財源は、使いみちが決まっていないお金です。市税や国からの譲与税、地方交付金などがあります。 

逆に、特定財源は、使いみちが決められていて、国や県からの補助金や建設のための借金などです。補助金などの特定  

財源には、検査があり、決められたもの以外に使うと、返還しなければなりません。 

特定財源は、その時の事業により、大きく増えたり減ったりします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（表の単位：百万円） 

一般財源と特定財源

0

50

100

150

200

250
（億円）

特定財源 4,527 4,768 4,713 5,025 5,781 6,172 6,559 6,651 5,521 5,202 8,095 6,681 5,581 5,134 4,935

一般財源 11,280 10,836 10,894 11,508 10,871 11,190 11,531 11,740 11,849 11,520 12,503 13,182 13,026 12,654 13,311

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6



 

Ｐ.13   
 

    Ｑ13．収入の種類には、その他にどんな分け方があるの？（その２） 
 

 

Ａ13-2．「自主財源」と「依存財源」の分け方もあります。 
 

自主財源とは、市が自主的に収入することのできる財源です。市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、繰入金、   

財産収入、寄附金（ふるさと納税含む）などが該当します。 

依存財源とは、国や県の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入のことです。地方交付税、

地方譲与税、国・県支出金、市債などが該当します。 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自主財源と依存財源の割合

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

依存財源 9,933 9,747 9,949 10,764 10,864 11,828 11,659 12,077 10,957 10,949 14,745 13,794 12,330 11,707 11,859

自主財源 5,874 5,856 5,405 5,769 5,788 5,534 6,431 6,314 6,413 5,773 5,853 6,069 6,277 6,081 6,388

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

約３割が自主財源 

約７割が依存財源 

（表の単位：百万円） 

自前で稼げる分を「自主財源」 

他からもらう分を「依存財源」 

と言うんだね！ 

自主財源が多い方が 

「財政力」があると言えるね！ 

自主財源 
35% 

依存財源 
65% 

R6決算 



 

Ｐ.14   
 

    Ｑ14．市税は、増えているの？ 
 

 

Ａ14．近年は横ばいで推移しています。 
 

令和７年度は、定額減税終了により個人住民税が増加する見込みですが、令和 8 年度は、税制改正により再び減少する 

見込みです。  

賃上げや生産年齢人口の減少等の影響を踏まえ、令和 9 年度以降は、ほぼ同水準で推移する見通しです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市税

0

5

10

15

20

25

30

35

40

（億円）

合計 3,777 3,836 3,706 3,668 3,679 3,619 3,617 3,653 3,663 3,692 3,734 3,695 3,765 3,804 3,738

その他 507 541 511 529 520 514 523 520 514 522 523 526 551 550 543

固定資産税 1,639 1,648 1,549 1,534 1,552 1,538 1,558 1,570 1,545 1,547 1,553 1,494 1,563 1,583 1,572

市民税 1,632 1,647 1,646 1,604 1,607 1,567 1,536 1,563 1,604 1,623 1,658 1,675 1,651 1,671 1,623

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（表の単位：百万円） 

市税 

※ 数値は、すべて表示桁未満を四捨五入していますので、合計等が合わない場合があります。 

たばこ税の増税に

よる増加 



 

Ｐ.15    
 

    Ｑ15．交付税って、なに？ 
 

 

Ａ15．交付税は「国からの仕送り」です。 
 

 

交付税は、全国の市町村が一定水準のサービスができるよう、財政基盤の弱いところに交付されるものです。 

社会保障経費の増などから令和元年度以降普通交付税が増加しましたが、令和４年度以降再び減少傾向に転じており、 

交付税全体の今後の先行きは不透明です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方交付税、臨時財政対策債

0

10

20

30

40

50

60

70

（億円）

合計 5,744 5,685 5,705 5,800 5,666 5,656 5,487 5,544 5,496 5,656 5,890 6,334 5,901 5,593 5,687

臨時財政対策債 693 585 628 639 595 565 457 473 473 373 355 445 120 53 26

特別交付税 687 734 744 844 764 777 727 742 737 748 730 819 829 837 820

普通交付税 4,365 4,366 4,333 4,317 4,307 4,315 4,303 4,330 4,331 4,536 4,835 5,070 4,952 4,703 4,841

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（表の単位：百万円） 

交付税 

臨時財政対策債と

は、交付税の減額する

部分を借金でまかな

っているものです。 

普通交付税は、交付

税全体の 85％を占

め、特別交付税は、残

りの 15％で、普通交

付税でカバーできな

い特別の事情に対す

るものです。 

※ 数値は、すべて表示桁未満を四捨五入していますので、合計等が合わない場合があります。 

増加 減少 



 

Ｐ.16   
 

    Ｑ16．貯金の取り崩しは、どうなっているの？ 
 

 

Ａ16．大型事業を実施するときに取り崩す傾向がありますが、完了したとき 

は減少傾向です。（ 残高は P.25 を参照 ） 
 

貯金は、小学校建設などの大型事業を実施する場合や災害復旧など、多額の支出により収支が不足する場合などに取り 

崩しています。平成 28年度から平成 30年度は小浜美郷小学校建設や国体、令和３・４年度は新・健康管理センター 

整備のために基金を取り崩しています。令和６年度は、令和５年度に稼働した広域クリーンセンターの起債元利償還 

金に係る若狭広域行政事務組合への負担金の増等に対応するため取崩しが増加しました。 

一方で、大型事業や災害復旧がない年度は、取り崩しが減少傾向にあります。貯金の残高は、Ｐ.25 をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

繰入金（主に貯金の取り崩し）

0

1

2

3

4

5

6

7
（億円）

繰入金 133 34 366 126 86 532 632 528 154 182 384 368 385 626

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（表の単位：百万円） 

貯金取崩し 

大型事業が完了した

ときは、取り崩さない

よう努めています。 
増加 減少 増加傾向 



 

Ｐ.17 
 

 
    Ｑ17．借金は、どうなっているの？ 
 

 

Ａ17．大型事業の完了により減少傾向ですが、令和３年度は増加しました。 
（ 残高は P.26 を参照 ） 

 

借金は貯金の取崩しと同様大型事業を実施するときなどに増加する傾向があります。 

平成 26年度から 30 年度までは小浜美郷小学校の建設、小浜地区中・西部地域の観光まちなみ整備等により増加しまし

た。その後減少に転じたものの、令和３年度に新・健康管理センター整備や光ファイバー網整備などのため増加しました。 

近年は大型事業の完了により借金は減少しています。借金の残高は、Ｐ.26 をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             

その年にした借金（臨時財政対策債を除く）

0

5

10

15

20

25

30

（億円）

借金 498 623 867 729 935 1,761 1,543 1,732 781 669 972 1,555 907 735 780

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（表の単位：百万円） 

借金 

増加 減少 増加 減少 



 

Ｐ.18   
 

    Ｑ18．なぜ、借金をするの？ 貯金があるのでしょ？ 
 

 

   Ａ18．「資金繰り」という面もありますが、将来の市民の皆さまにも公平に 

負担していただくという面もあります。 
 

小学校や廃棄物処理施設などの大型の施設は、その建設費に多額の経費がかかります。その資金を 1 年間でまかなうの

は、とてもむずかしいので、資金繰りのために借金をします。 

また、これらの公共施設は、将来にわたって利用しますので、その時の納税者だけで負担することは、世代間の負担の公

平という面からも適切ではありません。このことからも借金をすることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

分割負担

一括負担

建物の利用できる期間 

この世代の人だけの

負担は、不公平 

利用できる期間の世代の人で 

公平に負担していただきます。 

（一括負担） 

（分割負担） 



 

Ｐ.19 
  支出編  
 

    Ｑ19．いろいろな事業をしているみたいだけど、いくつの事業をしているの？ 
 

 

Ａ19．普通会計で「583 事業」行いました。（令和 6 年度決算） 
 

小浜市の業務は、広範囲に渡り、事業の数は 500以上になります。 

予算書では、これらの事業を大分類（款）、中分類（項）、小分類（目）に分けて、事業を区別しています。 

事業は、実施内容等により区別していますので、50 万円以下の事業が 121 事業ある一方、2 億円を越える事業も 21

事業あります。 

 

《分類の数》 

大分類 

（款） 

中分類 

（項） 

小分類 

（目） 
事業数 

12に分類 31に分類 108に分類 583 

 

《事業の数》 

0～50 

万円 

51～100 

万円 

101～200 

万円 

201～500 

万円 

501～ 

1,000 

万円 

1,001～ 

2,000 

万円 

2,001～ 

5,000 

万円 

5,001万 

～1億円 

1億円～

2億円 

2億円を

超える 

121 46 66 111 70 51 47 30 20 21 

                                         



 

Ｐ.20 

 

  
 

    Ｑ20．支出は、どのように分けているの？ 
 

 

Ａ20．「目的別」や「性質別」に分けます。 
 

1 年間に 500以上の事業を行うので、分類して集計を行います。その分類に「目的別」と「性質別」があります。 

目的別とは、使うお金が何を目的として使うか（例えば、[福祉]や[教育]、[産業]など）が分かるように区分しています。 

性質別とは、使うお金がどういった性質を持っているか（例えば、[人件費]や[建設]、[借金の返済]など）が分かるよう

に区分しています。 

 

 

         例えば、         は、 

 

 

 

 

 

                      その職員が従事 

                     している内容により 

 

 

                                等に分かれます。 
 

職員給与 

性質別 目的別 

人件費 

総務費 

民生費 

土木費 

教育費 



 

Ｐ.21    
 

    Ｑ21．「目的別」支出は、どのように分けているの？ 
 

 

Ａ21．「13」の目的に分けています。 
 

支出項目 内  容 金額(令和６年度決算額) 

議会費 議員の報酬や議会事務局職員の人件費、議会運営などにかかる経費です。 1 億 7,359 万円 

総務費 
庁舎などの財産管理事務に関する経費、企画調整事務、財政・財務管理に要する経費

のほか、市税の賦課、戸籍住民基本台帳、選挙、統計調査、監査にかかる経費です。 34 億 9,212 万円 

民生費 
児童福祉、高齢者福祉、障がい者福祉、生活保護、国民年金などの事業に要する経費

です。国民健康保険や後期高齢者医療、介護保険特別会計への支出も含みます。 55 億 6,304 万円 

衛生費 
医療、公衆衛生などにかかる経費と、ごみなどの一般廃棄物の収集・処理などにかか

る経費です。小浜病院への負担金も含みます。 19 億   149 万円 

労働費 労働者の福祉向上や就労支援などにかかる経費です。 １億 6,003 万円 

農林水産業費 
農業・林業・水産業振興の事業に要する経費です。農業集落排水事業や漁業集落環境

整備事業特別会計への支出も含みます。 7 億   734 万円 

商工費 観光や商工業の振興、中小企業の育成、企業誘致などにかかる経費です。 5 億 4,225 万円 

土木費 
まちの基盤整備を図るため、道路、河川、住宅、公園などの各種公共施設の建設、整

備を行うとともに、これらの施設の維持管理にかかる経費です。 17 億 4,418 万円 

消防費 若狭消防組合への負担金などです。 5 億 9,192 万円 

教育費 
教育の振興と文化の向上を図るため、学校教育、社会教育などの教育行政にかかる経

費です。 11 億 8,834 万円 

災害復旧費 台風や地震などの災害の被害を復旧する経費です。 0 万円 
こうさいひ 
公債費 銀行などから借り入れた市債（借金）の返済金です。 15 億 1,940 万円 

予備費 緊急に支出を必要とする場合のための経費です。 0 万円 

合    計 175 億 8,369 万円 

議会費

1%

消防費

3%

公債費

9%

土木費

10%

教育費

7%

総務費

20%

民生費

31%

商工費

3%

農林水

産業費

4%

災害復

旧費

0%

労働費

1%
衛生費

11%

※ 数値は、すべて表示桁未満を四捨五入していますので、合計等が合わない場合があります。 



 

Ｐ.22   
 

    Ｑ22．「性質別」支出は、どのように分けているの？ 
 

Ａ22．大きく「３区分」に、細かく「１４区分」に分けています。 
 

支出項目 内    容 金額(令和６年度決算額) 

義務的経費 これらの費用は、毎年必ず支出しなければなりません。 78 億 8,593 万円 

 

人件費 職員の給料、議員の報酬などにかかる費用です。 30 億 5,389 万円 

扶助費
ふ じ ょ ひ

 生活保護費、障がい者支援費などの福祉や医療にかかる費用です。 33 億 1,264 万円 

公債費
こうさいひ

 過去に借り入れた借金（収入の部の「市債」）の返済にかかる費用です。 15 億 1,940 万円 

投資的経費 学校などの公共施設の建設、道路や公園の整備･建設など、都市基盤の整備にかかる費用です。 13 億 6,237 万円 

 

補助事業 国の補助をもらいながら行う建設事業です。 6 億 3,958 万円 

単独事業 国の補助をもらわずに行う建設事業です。県の補助だけがあるものも、ここに含まれます。 6 億 9,020 万円 

県営事業負担金 県の事業に対して負担するものです。       3,257 万円 

災害復旧事業 台風などの災害により壊れた公共施設や道路など直す事業です。 0 万円 

その他の経費 後年度に形を残さない性質の費用や上記以外の経費のことです。 83 億 3,540 万円 

 

物件費 光熱水費、消耗品費、通信運搬費、施設管理委託料などです。 25 億 7,608 万円 

維持補修費 施設の維持管理のための費用です。 2 億 3,596 万円 

補助費等 一部事務組合やその他の団体などに対する負担金や補助金などです。 30 億 5,500 万円 

積立金 各種基金（貯金）への積立です。  8 億 1,045 万円 

投資及び出資金･貸付金 投資や出資、他の団体に貸し付けるお金です。 ４億 2,283 万円 

繰出金
くりだしきん

 特別会計予算への繰出で、特別会計では収入になります。 12 億 3,508 万円 

予備費 緊急に支出を必要とした場合のために予定しています。 0 万円 

合    計 175 億 8,369 万円 

その他
47%

投資的
経費
8%

義務的
経費
45%

※ 数値は、すべて表示桁未満を四捨五入していますので、合計等が合わない場合があります。 



 

Ｐ.23   
 

    Ｑ23．義務的経費って、増えているの？ 
 

 

  Ａ23．人件費・扶助費は近年増加、借金返済（公債費）は令和３年度以降減少

しています。 
 

義務的経費は人件費、扶助費、公債費の合計です。人件費は、平成 27年度以降横ばいとなっていましたが、令和２年度

以降、会計年度任用職員の期末手当や勤勉手当の導入、給与改定等により増加しています。 

扶助費は、子育て支援の拡充、障害福祉サービスの利用増などで増加の一途をたどっています。特に令和３年度は、コロ 

ナ対策の臨時給付金により大きく増加しました。 

借金の返済（公債費）は平成 29年度以降、繰上償還の実施や小学校建設など大型事業の償還が始まったことから増加 

の傾向にありましたが、リサイクルプラザ等の償還が完了したことから令和 5年度以降は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

義務的経費

0

10

20

30

40

50

60

70

80
（億円）

合計 6,508 6,725 6,546 6,559 6,645 6,690 6,738 6,838 6,746 6,775 6,975 7,697 7,279 7,499 7,886

公債費 1,767 1,837 1,739 1,681 1,675 1,616 1,602 1,746 1,760 1,664 1,723 1,734 1,719 1,545 1,519

扶助費 2,019 2,161 2,234 2,274 2,322 2,484 2,583 2,514 2,448 2,573 2,637 3,314 2,870 3,202 3,313

人件費 2,721 2,728 2,573 2,604 2,648 2,590 2,553 2,577 2,538 2,538 2,615 2,649 2,690 2,752 3,054

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

人件費減少 

（表の単位：百万円） 

義務的経費 

扶助費増加 

※ 数値は、すべて表示桁未満を四捨五入していますので、合計等が合わない場合があります。 

人件費増加 



 

Ｐ.24   
 

    Ｑ24．公共施設建設や道路･公園整備は、増えているの？ 
 

 

Ａ24．大型事業の完了により減少傾向ですが、令和３年度は増加しました。 
 

平成 24年度以降、今富公民館の建設や台風 18号の被害に伴う災害復旧、小浜美郷小学校建設事業により、増加を続け

ました。その後大型事業を終えた平成３０年度に再び減少に転じましたが、新・健康管理センター整備や光ファイバー網整

備のため、令和３年度は増加しました。光ファイバー網整備は令和３年度のみ、新・健康管理センターは令和４年度に主要

工事が完了したため、令和５年度は減少し、令和６年度も大型事業の完了によりさらに減少しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（表の単位：百万円） 

投資的経費 

投資的経費

0

10

20

30

40

50

（億円）

合計 2,245 2,122 2,205 3,055 3,043 2,203 3,746 3,850 2,519 2,094 2,201 2,914 2,225 1,791 1362

災害復旧事業等 0 387 185 789 507 69 0 175 229 0 0 0 23 24 0

県営事業負担金 69 30 19 56 42 44 42 52 42 57 23 29 50 40 33

単独事業 1,087 776 1,223 1,295 1,269 847 1,418 1,340 738 524 733 1,173 852 918 690

補助事業 1,089 928 778 915 1,225 1,243 2,285 2,282 1,510 1,513 1,445 1,712 1,300 809 640

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

山手団地 

※ 数値は、すべて表示桁未満を四捨五入していますので、合計等が合わない場合があります。 

今富公民館 台風 18 号災害復旧 小浜美郷小学校 

増加 減少 
増加 

新・健康管理センター 

光ファイバー網 

減少 



 

Ｐ.25 
  貯金の残高 

 

 
 

 

 
 

 

平成 22 年度以降は、台風 18 号の災害復旧のために取り崩した平成 25 年度を除いて、各基金に積み立てておりました

が、平成 28 年度以降は小浜美郷小学校建設等の大型事業に対応するため、平成 29 年度・30 年度は起債の繰上償還のた 

め、基金の取崩しを行いました。大型事業が完了した令和元年度以降、基金への積み増しを行ってきましたが、今後は、扶

助費の増、物価高騰、一部事務組合への負担金の増等に対応するため、残高は減少していく見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ.25

5 

（表の単位：百万円） 

貯金残高 

貯金の残高

0

5

10

15

20

25

30

35

40

（億円）

合計 1,606 1,726 1,859 1,659 1,859 2,130 2,006 1,662 1,616 1,844 2,191 2,885 3,213 3,327 3,507

減債基金 357 312 312 313 370 370 270 191 66 66 365 811 931 993 1,075

財政調整基金 1,249 1,413 1,547 1,346 1,489 1,759 1,736 1,471 1,550 1,777 1,826 2,074 2,282 2,334 2,432

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

Ｑ25．貯金を取り崩しているけど、残高はどうなっているの？ 

Ａ25．平成 28 年度以降減少していましたが、令和元年度から増加に転じて 

います。 

2８年度から 

減ってきたね！ 

元年度から 

また増えてきたね！ 

 

 

増加 

※ 数値は、すべて表示桁未満を四捨五入していますので、合計等が合わない場合があります。 

減少 
増加 

毎年取り崩し（P16 参照） 

をしているけど、積み立

てもしているんだね！ 

 



 

Ｐ.26 
  借金の残高  
 

    Ｑ26．たくさんの借金をしているみたいだけど、借金の残高は？ 
 

Ａ26．平成 26 年度以降増加していましたが、30 年度から減少に転じて 

います。 
 

平成 26 度以降は小浜美郷小学校建設事業や小浜地区中・西部地域の観光まちなみ整備、土地開発公社清算やクリーンセ

ンター施設の改修事業などにより増加していましたが、小浜美郷小学校の完了などにより平成 30 年度から再び減少に転じ

ています。 

令和元年度から４年度にかけて、新・健康管理センター整備や光ファイバー網整備といった大型事業を行いましたが、残

高は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（表の単位：百万円） 

借金残高 

借金の残高（普通会計）

100

110

120

130

140

150

160

170

180

（億円）

普通 15,830 15,453 15,444 15,348 15,400 16,293 16,858 17,462 17,085 16,575 15,922 15,826 15,084 14,339 13,662

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

減少 
増加 

減少 



 

Ｐ.27    
 

    Ｑ27．他の会計を合わせた借金の残高は？ 
 

 

Ａ27．全体では平成 20 年度以降減少傾向にあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借金残高 

借金の残高（全部の会計）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

（億円）

合計 39,498 38,502 37,646 37,002 36,224 36,278 36,010 35,708 34,430 32,911 31,516 30,623 29,146 27,597 26,236

産業団地 30

水道 2,488 2,348 2,193 2,172 2,018 1,873 1,758 1,639 1,536 1,444 1,562 1,430 1,319 1,181 1,110

漁排 174 163 153 141 130 119 108 96 84 72 61 55 47 46

農排 4,773 4,535 4,306 4,072 3,832 3,586 3,336 3,083 2,827 2,600 2,368 2,160 1,964 1,775

下水道 15,787 15,589 15,303 14,921 14,529 14,116 13,685 13,177 12,661 12,006 11,603 11,152 10,732 10,256 11,435

簡易水道 446 414 380 348 315 290 266 250 237 212

普通 15,830 15,453 15,444 15,348 15,400 16,293 16,858 17,462 17,085 16,575 15,922 15,826 15,084 14,339 13,662

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

普通会計 

下水道会計 

（表の単位：百万円） 

※ 数値は、すべて表示桁未満を四捨五入していますので、合計等が合わない場合があります。 

減少傾向 



 

Ｐ.28 
  職員数  

 

    Ｑ28．職員は、何人いるの？ 
 

 

Ａ28．16 年間で４８人減っています。今後もスリム化を図ります。 
 

平成 20 年度に 364 人の一般職員がいましたが、令和６年度は 293 人です。昭和 60 年度には約 480 人の職員がい

ましたが、その頃から比べると約 190 人減っています。 

行財政改革大綱の目標値である令和 2 年度末の職員数 296 人は達成しましたが、今後も市民サービスに支障をきたさな

いよう、スリム化を図り、コンパクトな市役所を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※各年度 4 月 1 日の職員数 

(＊1)再任用職員を除く。 

一般職員 

一般職員数

280

290

300

310

320

330

340

350

360

職員数 352 341 328 316 307 296 298 298 294 296 297 296 291 290 288 290 289 293

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（人） 

減少 

今後も人員を見直すためには

機構改革、施設の統廃合が必

要ですね！ 

(*1) 



 

Ｐ.29 
  

   

 

    Ｑ29．会計年度任用職員を含めると、どうなるの？ 
 

 

Ａ29．平成 21 年度までほぼ横ばいでしたが、22・27・令和２年度に 

減少しました。令和４年度に増加後は横ばいです。 

 

平成 21 年度までは、ほぼ 600 人程度で、一般職員が減った分を非常勤職員や臨時職員にお世話になっていました。 

平成 22 年度には、保育園の民営化や小浜ロッジの閉鎖で減少、平成 27 年度も保育園の民営化により減少しました。 

令和 2 年度には、会計年度任用職員制度が創設されたことに伴い職員数の見直しを行った結果、一時減少しましたが、

近年は、多様化する行政需要に対応するため会計年度任用職員が増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※各年度 4 月 1 日の職員数      

(＊1)R1 以前は、臨時職員・非常勤職員の合計値 

                                                                                                       (＊2)再任用職員を除く。       

全職員数

0

100

200

300

400

500

600

700

計 601 599 600 554 569 565 569 573 560 574 571 559 560 540 539 557 555 561

会計年度任用職員 249 258 272 238 262 269 271 275 267 278 274 263 269 250 251 267 266 268

一般職員 352 341 328 316 307 296 298 298 294 296 297 296 291 290 288 290 289 293

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

全職員 

（人） 

減少 

ほぼ変わらず 

(*1) 

減少 

(*2) 

減少 増加 



 

Ｐ.30 
  財政指標 
 

    Ｑ30．財政指標には、どんなものがあるの？ 
 

 

Ａ30．いろんな指標がありますが、主なものは次のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市の借金返済は、普通会計だけでなく、特別会計や他の団体の借金返済分として、市が負

担するものもあります。この数値が高いと借金返済に追われている、ということになります。 

 数値が 18％以上になると、借金するために県の許可が必要となり、25％以上になると一

部の借金ができなくなります。 

 

 

1.実質公債費比率 
 

 平成 20 年度から導入された指標です。 

 「1.実質公債費比率」は過去 3 ヵ年において市が負担した借金返済の割合です。これに対

し、将来負担比率では普通会計や特別会計、他団体の借金残高に対する今後の負担見込み、

職員の退職手当や第３セクター等の負担見込み等、現時点で将来負担する可能性のある額の

割合を示したものです。この値が 350.0％を超えると、早期健全化団体になります。 

2.将来負担比率 
 

 その年の収入と支出の差額から次の年に回さなければならない金額を引いたものです。 

 この数値がマイナスになると「赤字」となります。 

 小浜市の場合、この赤字額が標準的な財政規模の 13.41％（約 12.8 億円）を超えると、

早期健全化団体となります。 

3.経常収支比率 
 

 決まって入ってくる一般財源（何にでも使えるお金）のうち、決まって支払わなければな

らない割合を示したものです。「財政の柔軟性」をあわらしています。 

 家計にたとえれば、食費、住居費、光熱水費などのような、毎月確実に支出される経費が、

給料のような毎月決まって得られる収入に占める割合のことです。 

 この値が小さいほど、皆さまのニ－ズに対応できる余裕があるということです。 

 経常収支比率の適正な値は、70％～80％といわれています。 

4.実質収支 
 

11.7% 
(R6 決算) 

79.5% 
(R6 決算) 

99.5% 
(R6 決算) 

6.2 億円の黒字 
(R6 決算) 



 

Ｐ.31 
      
 

    Ｑ31．他の会計などを含めた借金返済は、どの程度占めているの？ 
 

 

Ａ31．令和６年度決算は 11.7％で、県内では２番目に高くなっています。 
 

この値が 18％以上になると、借金をするために、県知事の許可が必要となりますが、下回っています。 

過去の大型プロジェクトの借金返済のピークを迎え、小浜病院の設備投資の借金に対する負担が増えた平成 23 年度は、

単年度の数値は若干上昇しましたが、３年平均の数値は平成 20 年度以降改善を続けてきました。しかし、平成 27 年度 

以降は、土地開発公社の清算や小浜美郷小学校の建設、中心市街地の整備などの借金の返済が増えており、単年度および 3

ヵ年平均の比率は上昇していました。令和３年度以降は、大型事業の借金の返済が完了したことから改善しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借金返済の占める割合（他会計などを含む）
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許可ライン 悪い 

良い 

右が令和６年度決算 

左が令和５年度決算 

数値は令和６年度決算 

実質公債費比率 

令和６年度分は県公表速報値 



 

Ｐ.32 
 

   
    Ｑ32．将来の負担は、どれくらいなの？ 
 

 

Ａ32．約２７７億円です。（※基金等の充当可能財源を考慮しない場合） 
 

将来負担比率が 350％以上になると、早期健全化団体となり財政健全化計画の策定が必要となりますが、大きく下回っ

ていることから健全な段階にあると言えます。しかし、本市は、一般会計や下水道会計、病院組合の借金の残高が高く、県

内で比較すると高い水準にあります。平成 26 年度以降一般会計で大型事業に伴う借入の増加により、数値は悪化していま

したが、小浜美郷小学校建設事業の完了などにより 30 年度以降数値は改善しています。一部事務組合で建設予定の広域斎

場の整備の影響や小浜病院の経営状況にも左右されるため、今後もその動向に注視していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来負担する額の割合（組合、第３セクターなどを含む）
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将来負担比率 

早期健全化 

ライン 
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良い 

右が令和６年度決算 

左が令和５年度決算 

数値は令和６年度決算 

令和６年度分は県公表速報値 



 

Ｐ.33    
 

    Ｑ33．財政の柔軟性は、どうなの？ 
 

 

Ａ33．令和２年度以降改善していましたが、近年再び悪化しています。 
 

平成 23 年度以降、社会保障経費にかかる扶助費や繰出金、物件費の増加などにより、硬直化が進んでいましたが、令和

２年度以降は交付税などの増加により改善傾向にありました。しかし、給与改定による人件費の増や物価高騰等の影響によ

り近年は再び悪化に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政の柔軟性

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

小浜市 93.7 96.2 97.5 97.2 97.4 96.8 98.9 98.8 98.9 98.4 95.2 91.4 94.9 98.9 99.5

県内の市平均 88.5 90.7 92.1 91.1 92.9 90.2 93.5 93.6 93.1 93.2 92.6 88.1 92.1 94.2 94.7

県内の平均 86.8 88.6 90.7 88.6 90.6 87.6 90.4 91.3 92.0 92.6 91.7 87.2 88.8 88.8 89.6

全国の平均 89.2 90.3 90.7 90.2 91.3 90.0 92.5 92.8 93.0 93.6 93.1 88.9 92.2 93.1 93.8

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（％） 

経常収支比率 

小浜市 

県内の平均 

県内の市平均 
全国の平均 

悪い 

良い 

令和６年度分は県公表速報値

 



 

Ｐ.34   
 

    Ｑ34．「赤字」「黒字」の表現では、どうなっているの？ 
 

 

Ａ34．ずっと、黒字です。 
 

この値が標準財政規模の 13.41％（約 12.8 億円）を超える赤字になると早期健全化団体となりますが、それぞれの 1

年間の支出は、すべてその 1 年間に収入された金額（貯金の取崩し含む）でまかなうことができています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実質収支 

収入と支出の差額（赤字か黒字か）
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（億円）



 

Ｐ.35 
  家庭に置換え編 

 

      「○○億円」って言われても、…。もっと、庶民感覚で言ってよ！ 
 

 

    Ｑ35．収入項目を年間 500 万円で生活する家庭で例えると？ 
 

 

Ａ35．少し無理がありますが、単純に置換えると…。（令和６年度 普通会計 決算額） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

月収約 42 万円ありますが、そのうち自分で稼ぐお金(*)は約 1４万円です。親からの仕送りは約 25 万円で月収の半分

以上を占めています。また、約２万円の借金をしています。 

今後は、親からの仕送りが減っていくことが予想されます。基本給与や諸手当、パート収入の増額に期待したいのですが、

なかなかむずかしいところです。 

収入が減れば、当然、支出を減らしていかなければなりません。その減らし方にも工夫が必要です。 

収入項目 年額 月額（年収÷12） 備考 

基本給与＊ 102 万 4 千円 85,334 円 市税 

諸手当＊ 3 万 7 千円 3,083 円 分担金･負担金 

パート収入＊ 4 万 8 千円 4,000 円 使用料･手数料 

銀行からの借入金 21 万4 千円 17,833 円 市債 

貯金の取り崩し＊ 17 万2 千円 14,334 円 繰入金 

親からの仕送り 191 万 9 千円 159,917 円 地方交付税･譲与税 

親から使い道を決められた仕送り 111 万 7 千円 93,083 円 国･県支出金 

臨時収入＊ 46 万9 千円 39,083 円 その他 

合  計 500 万 0 千円 416,667 円  

家庭での収入 

＊は、自分で稼ぐお金 

※ 数値は、すべて表示桁未満を四捨五入していますので、合計等が合わない場合があります。 



 

Ｐ.36   
 

    Ｑ35．収入項目を年間 500 万円で生活する家庭で例えると？(続き) 
 

 

Ａ35．円グラフにしてみると…。（令和６年度 普通会計 決算額） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諸手当
1%

パート収入
1%

基本給与
21%

親から使い道を
決められた仕送り

22%

親からの仕送り
38%

貯金の
取り崩し

4%

臨時収入
9%

銀行からの
借入金

4%

自分で稼ぐお金 

他からもらう・借りるお金 

小浜市は、親（国･県）からの 

仕送りに頼っていることが 

よくわかるね。 

（半分以上を頼っています。） 



 

Ｐ.37   
 

    Ｑ36．支出項目を年間 500 万円で生活する家庭で例えると？ 
 

 

Ａ36．これも、少し無理がありますが、単純に置換えると…。（令和６年度普通会計決算額） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和６年度では、医療費が一番高くなり約８万円かかりました。食費や光熱水費・通信費、交際費といった費用もそれぞ

れ 6 万円以上かかっています。収入が伸びなければ、支出を抑えていかなればなりません。 

支出項目 年額 月額（年額÷12） 備考 

食費 86 万8 千円 72,334 円 人件費 

医療費 94 万2 千円 78,500 円 扶助費 

光熱水費･通信費 73 万3 千円 61,083 円 物件費 

家の増改築 38 万7 千円 32,250 円 投資的経費 

家の修繕 6 万 7 千円 5,583 円 維持補修費 

交際費 86 万9 千円 72,417 円 補助費等 

子供の仕送り 35 万１千円 29,250 円 繰出金 

ローン返済 43 万2 千円 36,000 円 公債費 

その他 35 万1 千円 29,250 円 
積立金、貸付金、投資及び出資金、

予備費 

合    計 500 万 0 千円 416,667 円  

家庭での支出 

※ 数値は、すべて表示桁未満を四捨五入していますので、合計等が合わない場合があります。 



 

Ｐ.38    
 

    Ｑ36．支出項目を年間 500 万円で生活する家庭で例えると？(続き) 
 

 

Ａ36．円グラフにしてみると…。（令和６年度 普通会計 決算額） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交際費
17%

家の
増改築

8%

光熱水費
通信費
15%

医療費
19%

その他
7%

家の修繕
1%

子供の仕送り
7%

ローン返済
9%

食費
17%

絶対に必要な経費 

建物があるかぎり 

必要な経費 

絶対に必要な経費 

借金の返済や医療費にかかるも

のが多く、絶対に必要な経費 

約７割が借金や食費にかかるもので、

こちらは絶対に必要な経費 

建物があるかぎり 

必要な経費 

絶対に必要な経費 

「入るを計って出るを制す」 

これら支出を 

見直しするんだね！ 

（見直しの余地あり） 

（少しだけ、見直しの余地あり） 

（見直しの余地なし） 

（少しだけ、見直しの余地あり） 

（約３割は、見直しの余地あり） 

（見直しの余地あり） 

（見直しの余地あり） 



 

Ｐ.39 
  全国比較 
 

    Ｑ37．全国比較で、小浜市の借金返済額は、どの程度？ 
 

Ａ37．1,741 市区町村の中で順位をつけてみると…。（５年度 普通会計決算） 
 

 

 

                                                       注：値のまん中は、中央値 

実質公債費比率順位 

借金の返済割合の少ない順 

一番“良い”市区町村 ‐6.8％ 

小浜市 1,506 位 11.3％ 

一番“良くない”市区町村 67.2％ 

令和６年度決算の値が総務

省から出ていないので、 

５年度の値を使いました。 

少ない 

多 い 

順 位 

順位のまん中 

値のまん中 5.6％ 

借金返済 

（位） 



 

Ｐ.40  
          

    Ｑ38．全国比較で、小浜市の借金残高は、どの程度？ 
 

Ａ38．1,7４1 市区町村の中で順位をつけてみると…。（５年度 地方債残高） 
 

 

 

                                        注：値の平均は、単純平均 

住民1人あたりの借金残高 

借金残高の少ない順 

一番“良い”市区町村 0 円/人 

小浜市 824 位 512,594 円/人 

少ない 

多 い 

順 位 

順位のまん中 

値の平均 747,256 円/人 

借金額 

（千円/人） 

（位） 

一番“良くない”市区町村 9,026,578 円/人 



 

Ｐ.41   
 

    Ｑ39．全国比較で、小浜市の貯金残高は、どの程度？ 
 

Ａ39．1,7４1 市区町村の中で順位をつけてみると…。（５年度 財政調整基金残高） 

 

 

                                          注：値の平均は、単純平均 

住民1人あたりの貯金残高 

貯金残高の多い順 

小浜市 935 位 83,435 円/人 

一番“良くない”市区町村 4,807 円/人 

多 い 

少ない 

順 位 

順位のまん中 

値の平均 187,625 円/人 

貯金額 

（千円/人） 

（位） 

一番“良い”市区町村 7,678,103 円/人 



 

Ｐ.42   
 

    Ｑ40．全国比較で、小浜市の財政の柔軟性は、どの程度？ 
 

 

Ａ40．1,7４1 市区町村の中で順位をつけてみると…。（５年度 普通会計決算） 
 

 

 

                                         注：値の平均は、単純平均 

 

 

 

 

経常収支比率順位 

柔軟性の高い順 

一番“良い”市区町村 47.8％ 

小浜市 1,675 位 98.9％ 

一番“良くない”市区町村 126.4％ 

高 い 

低 い 

順 位 

順位のまん中 

値の平均 93.1％ 

柔軟性 

（位） 

（％） 



 

Ｐ.43 
 

  おわりに   

 

 

この冊子を読んでいただきまして、誠にありがとうございます。 

 

ご覧になっておわかりのとおり、本市の財政は厳しい状況にあります。 
 

 

しかしながら、地方創生に向けた施策や、老朽化する公共施設への対応など、 

将来のまちづくりに欠かせない取組みが今後も予定されています。 
 

限られた財源のなかでこれらの施策を推進し、「みんなが潤う新しい小浜」を実現する 

ためには更なる行財政改革が必要です。 
 

 

市民の皆さまには、今後とも市行政に関心を持っていただき、 

お知恵とお力をお貸しくださいますようよろしくお願いいたします。 
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